
2025年1月　新規加入・加入内容更新手続きのご案内

OKI 総合保障制度OKI 総合保障制度
OKIグループで働く仲間同士の 

相互扶助制度です！ 
制度の特長

保険料（掛金）がお手頃です！1. ■団体割引適用の手頃な保険料により、充実した保障が確保できます。

退職後も継続加入ができます！ 2.
■退職後もグループ保険・長期家族サポート制度は最高保険年齢80歳まで、
　総合医療保険は最高保険年齢69歳まで継続加入できます。  

配当金が還付されます！ 3.
■1年ごとの収支計算により、その年に支払った保険料の一部が
　配当金として還付されます。

※配当金は、1年ごとに収支計算し、剰余金が生じた場合に
お支払いします。
　グループ保険、長期家族サポート制度、総合医療保険（入
院コース）、就業不能サポート制度が対象になります。

※配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますの
で、将来お支払する配当金額は現時点では確定しており
ません。

※配当金は1年間（1月1日～12月31日まで）継続して加
入した場合にお支払いします。
　期中にて脱退された場合、配当金はお支払いできません。

※【契約概要】【注意喚起情報】はＰ67～Ｐ70に記載しています｡
ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。

沖電気工業株式会社　人事総務部
沖電気工業健康保険組合 

事務取扱：ヒューリック保険サービス株式会社　保険営業第三部　OKI営業室
【加入手続き等に関するお問い合わせ先】　ヒューリック保険サービス（株）　
℡0120-710-148（平日9時～17時）　　
明治安田生命保険相互会社　総合法人第二部　法人営業第一部　　℡03-6259-0014
（受付時間　9:00～ 17:00　除土日・祝日）

申込書提出先 

責任開始期（加入日）

総務担当窓口またはヒューリック保険サービス（株）

申込締切日  2024年8月23日（金） 

2025年1月1日～ 12月31日 保 険 期 間

（三大疾病保障保険は2025年2月1日） 

（三大疾病保障保険は2025年2月1日～ 2026年1月31日）

2025年1月1日（保険料給与控除開始月1月） 

「健康情報活用商品」には　　　　のマークがついています。
本パンフレットの「健康情報活用商品について」の内容を
必ずご確認ください。

健活

現在ご加入の下記4制度については、ご退職後も継続加入が出来ます。

三大疾病保障保険、総合医療保険については、退職後、個人扱の制度に
加入することで保険年齢80歳まで保障を継続できます。 
※保険料は口座振替による新年払となります。
※今後の環境変化等により取扱内容（販売休止を含む）を変更させていただく可能性があります。

※こどもは加入できません。

<継続加入対象>

本　　人 
配 偶 者  

口座振替による年2回払いです。（月払保険料×6ヵ月分×年2回） 

ご退職の近い方へのお知らせ 

保険料の払込 

保 障 の 内 容 

保 険 期 間 

保 　 険 　 料 

配 　 当 　 金 

手数料について 

退職年度の保険料 

保険年齢66～70歳の方 1,000万円限度 736万円限度 

200万円限度 200万円のみ 

グループ保険 長期家族サポート制度 

保険年齢71～80歳の方 

口座振替による保険料の払込みは、退職後最初に迎える控除月からの取扱となるため、退職月から次
回控除月(6月もしくは12月末日)までの残余期間保険料は、一括してヒューリック保険サービス株
式会社　保険営業第三部　OKI営業室宛にお払込みいただく事となります。 

■来年（2025年）にご退職される予定の方は、ぜひこの機会に保障内容の見直しをご検討ください。
■退職後継続の手続方法については、ヒューリック保険サービス株式会社（OKI営業室）へお問い合わせください。
　(詳細は別途ご案内いたします。)

ご加入者様の自己負担分として、下記の金額を保険料口座振替時に徴収いたします。 
①口座登録手数料（退職後1回のみ）：95円+消費税
②保険料口座引落手数料・ご案内郵送料等：190円+消費税（6ヵ月分1回につき） 
※配当送金時に配当金から配当送金手数料480円＋消費税を差し引きます。

在職中同様、1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が発生した場合には配当金をお支払いいたします。 
配当金は保険料口座振替の登録口座へ配当送金手数料480円＋消費税を差し引いて送金となります。
(総合医療保険〈総合コース〉には配当金はありません)

70歳までは、在職中同様に5歳きざみの保険料です。(5歳ごとに保険料は変更します。) 
71歳以上(「グループ保険」と「長期家族サポート制度」)は、1年ごとに保険料は変更します。 

在職中同様、1年更新です。 
毎年12月および6月に「保険料口座振替のご案内」をご自宅に郵送いたします。
脱退のお申し出のない場合、年齢によるご加入金額の制限内で自動継続更新となります。  

①グループ保険　　　　　　　最長80歳まで（2025年1月1日時点での保険年齢）
②長期家族サポート制度　　　最長80歳まで（2025年1月1日時点での保険年齢）
③総合医療保険【入院コース】 最長69歳まで（2025年1月1日時点での保険年齢）
④総合医療保険【総合コース】 最長69歳まで（2025年1月1日時点での保険年齢）   

在職中と同様ですが、退職日直前の加入保険金額が限度となります。 
退職後は、新規ご加入およびご加入保険金額の増額は出来ませんのでご注意ください。
来年（2025年）にご退職をされる予定の方は、ぜひこの機会に保障内容の見直しをご検討ください。
なお、「グループ保険」と「長期家族サポート制度」には、年齢によりご加入金額に上限がありますので、
2025年1月1日時点で下記の年齢に達する方は自動的に減額となりますのでご了承ください。
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